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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成30年11月15日(2018.11.15)

【公開番号】特開2018-125546(P2018-125546A)
【公開日】平成30年8月9日(2018.8.9)
【年通号数】公開・登録公報2018-030
【出願番号】特願2018-51079(P2018-51079)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  41/187    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/083    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/09     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/113    (2006.01)
   Ｃ０４Ｂ  35/468    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   41/187    　　　　
   Ｈ０１Ｌ   41/083    　　　　
   Ｈ０１Ｌ   41/09     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   41/113    　　　　
   Ｃ０４Ｂ   35/468    ２００　

【手続補正書】
【提出日】平成30年10月3日(2018.10.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｂａ，Ｃａ，Ｔｉ，およびＺｒを含む酸化物、
　およびＭｎ、
　を含有する圧電材料であって、
　前記Ｂａおよび前記Ｃａの和に対する前記Ｃａのモル比であるｘが０．０２≦ｘ≦０．
３０であり、
　前記Ｔｉおよび前記Ｚｒの和に対する前記Ｚｒのモル比であるｙが、０．０２０≦ｙ≦
０．０９５であり、かつｙ≦ｘであり、
　前記Ｔｉおよび前記Ｚｒの和に対する前記Ｂａおよび前記Ｃａの和のモル比であるａが
、１．００≦ａ≦１．０１であり、
　前記酸化物１００重量部に対する前記Ｍｎの含有量は、金属換算で０．０２重量部以上
０．４０重量部以下であり、
　前記圧電材料を構成する結晶粒の平均円相当径が１μｍ以上１０．８μｍ以下であり、
前記圧電材料の相対密度が９１．８％以上１００％以下であり、圧電定数ｄ３３が１１０
ｐＣ／Ｎ以上である圧電材料。
【請求項２】
　前記酸化物はペロブスカイト型構造である請求項１に記載の圧電材料。
【請求項３】
　前記酸化物は、
　下記一般式（１）：
　一般式（１）（Ｂａ１－ｘＣａｘ）ａ（Ｔｉ１－ｙＺｒｙ）Ｏ３（１．００≦ａ≦１．
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０１、０．０２≦ｘ≦０．３０、０．０２０≦ｙ≦０．０９５であり、かつｙ≦ｘ）で表
わされる請求項１または２に記載の圧電材料。
【請求項４】
　前記圧電材料を構成する結晶粒の平均円相当径が１μｍ以上１０μｍ以下であることを
特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の圧電材料。
【請求項５】
　前記圧電材料の相対密度が９１．８％以上９８．７％以下であることを特徴とする請求
項１乃至４のいずれか一項に記載の圧電材料。
【請求項６】
　前記圧電材料の相対密度が９３％以上９８．７％以下であることを特徴とする請求項１
乃至５のいずれか一項に記載の圧電材料。
【請求項７】
　前記圧電材料におけるｘとｙがそれぞれ０．１２５≦ｘ≦０．１７５、０．０５５≦ｙ
≦０．０９の範囲であり、かつ前記Ｍｎの含有量が前記酸化物１００重量部に対して金属
換算で０．０２重量部以上０．１０重量部以下であることを特徴とする請求項１乃至６の
いずれか一項に記載の圧電材料。
【請求項８】
　前記圧電材料におけるｘとｙがそれぞれ０．１５５≦ｘ≦０．３００、０．０４１≦ｙ
≦０．０６９の範囲であり、かつ前記Ｍｎの含有量が前記酸化物１００重量部に対して金
属換算で０．１２重量部以上０．４０重量部以下であることを特徴とする請求項１乃至６
のいずれか一項に記載の圧電材料。
【請求項９】
　前記圧電材料が含有するＬｉ、Ｎａ、Ｍｇ、Ａｌの合計は、前記圧電材料１００重量部
に対して金属換算で０．５重量部以下であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか
一項に記載の圧電材料。
【請求項１０】
　電極、圧電材料部を少なくとも有する圧電素子であって、前記圧電材料部が請求項１乃
至９のいずれか一項に記載の圧電材料を含有する圧電素子。
【請求項１１】
　前記電極と前記圧電材料部が交互に積層された請求項１０に記載の圧電素子。
【請求項１２】
　請求項１０または１１に記載の圧電素子を配した振動部を備えた液室と、前記液室と連
通する吐出口を有する液体吐出ヘッド。
【請求項１３】
　対象物の載置部と請求項１２に記載の液体吐出ヘッドを備えた液体吐出装置。
【請求項１４】
　請求項１０または１１に記載の圧電素子を配した振動体と、前記振動体と接触する移動
体と、を有する超音波モータ。
【請求項１５】
　駆動部に請求項１４に記載の超音波モータを備えた光学機器。
【請求項１６】
　請求項１０または１１に記載の圧電素子を備えた圧電音響部品。
【請求項１７】
　請求項１０または１１に記載の圧電素子を配した電子機器。
【請求項１８】
　Ｂａ，Ｃａ，Ｔｉ，およびＺｒを含むペロブスカイト型構造の酸化物、
　およびＭｎ、
　を含有する圧電材料であって、
　前記Ｂａおよび前記Ｃａの和に対する前記Ｃａのモル比であるｘが０．０２≦ｘ≦０．
３０であり、
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　前記Ｔｉおよび前記Ｚｒの和に対する前記Ｚｒのモル比であるｙが、０．０２０≦ｙ≦
０．０９５であり、かつｙ≦ｘであり、
　前記酸化物１００重量部に対する前記Ｍｎの含有量は、金属換算で０．０２重量部以上
０．４０重量部以下であり、前記圧電材料の相対密度が９１．８％以上１００％以下であ
り、圧電定数ｄ３３が１１０ｐＣ／Ｎ以上である圧電材料。
【請求項１９】
　前記酸化物は、
　下記一般式（１）：
　一般式（１）（Ｂａ１－ｘＣａｘ）ａ（Ｔｉ１－ｙＺｒｙ）Ｏ３（１．００≦ａ≦１．
０１、０．０２≦ｘ≦０．３０、０．０２０≦ｙ≦０．０９５であり、かつｙ≦ｘ）で表
わされる請求項１８に記載の圧電材料。
【請求項２０】
　前記圧電材料の相対密度が９１．８％以上９８．７％以下であることを特徴とする請求
項１８または１９に記載の圧電材料。
【請求項２１】
　前記圧電材料を構成する結晶粒の平均円相当径が１μｍ以上１０．８μｍ以下である請
求項１８乃至２０のいずれか一項に記載の圧電材料。
【請求項２２】
　前記圧電材料におけるｘとｙがそれぞれ０．１２５≦ｘ≦０．１７５、０．０５５≦ｙ
≦０．０９の範囲であることを特徴とする請求項１８乃至２１のいずれか一項に記載の圧
電材料。
【請求項２３】
　前記Ｍｎの含有量が前記酸化物１００重量部に対して金属換算で０．０２重量部以上０
．１０重量部以下である請求項２２に記載の圧電材料。
【請求項２４】
　前記圧電材料におけるｘとｙがそれぞれ０．１５５≦ｘ≦０．３００、０．０４１≦ｙ
≦０．０６９の範囲であることを特徴とする請求項１８乃至２１のいずれか一項に記載の
圧電材料。
【請求項２５】
　前記Ｍｎの含有量が前記酸化物１００重量部に対して金属換算で０．１２重量部以上０
．４０重量部以下である請求項２４に記載の圧電材料。
【請求項２６】
　前記圧電材料におけるＬｉ、Ｎａ、Ｍｇ、Ａｌの合計量は、前記圧電材料１００重量部
に対して金属換算で０．５重量部以下であることを特徴とする請求項１８乃至２５のいず
れか一項に記載の圧電材料。
【請求項２７】
　電極、圧電材料部を少なくとも有する圧電素子であって、前記圧電材料部が請求項１８
乃至２６のいずれか１項に記載の圧電材料を含有する圧電素子。
【請求項２８】
　前記電極と前記圧電材料部が交互に積層された請求項２７に記載の圧電素子。
【請求項２９】
　請求項２７または２８に記載の圧電素子を配した振動部を備えた液室と、前記液室と連
通する吐出口を有する液体吐出ヘッド。
【請求項３０】
　対象物の載置部と請求項２９に記載の液体吐出ヘッドを備えた液体吐出装置。
【請求項３１】
　請求項２７または２８に記載の圧電素子を配した振動体と、前記振動体と接触する移動
体と、を有する超音波モータ。
【請求項３２】
　駆動部に請求項３１に記載の超音波モータを備えた光学機器。
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【請求項３３】
　請求項２７または２８に記載の圧電素子を備えた圧電音響部品。
【請求項３４】
　請求項２７または２８に記載の圧電素子を配した電子機器。
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